
「神戸市介護テクノロジー導入促進プロジェクト運営委託業務」公募実施要領 

 

１．事業の概要 

（１）目的 

    実用性の高い介護ロボットや ICT 機器・ソフトウェア（アプリ）、先進的な福祉用具（以下

「介護テクノロジー」という。）の開発と市内の介護現場での導入を推進することにより、市

内企業や医療産業都市進出企業の新たな事業化を支援するとともに、介護現場の業務負担軽

減、人材確保と定着に繋げていくことを目的とする。 

 

 （２）業務内容 

    別紙「仕様書」のとおり 

 

（３）委託料 

    予算額（上限）14,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）  

    《支払いについて》 

契約期間終了後、成果物の検査終了後に一般支払いとする。 

     ただし、令和４年 10 月 1 以降、受託者からの請求に基づいて、委託金額の１/２を上限

に概算払いできるものとする。 

  

（４）契約期間 

    契約締結日(令和４年５月下旬頃) ～ 令和５年３月 31 日 

 

２．応募資格  

 以下の要件をすべて満たす法人であること。 

（１) 神戸市内に本店を有する団体であること。 

（２）代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体でないこと。 

（３）会社更生法及び民事再生法などによる手続きをしている団体でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 項に掲げる暴力団及びそれら 

の利益となる活動を行う団体でないこと。 

（５）直近 1 年間の所得税または法人税、消費税及び地方消費税、県税、市県民税などを滞納し 

ている団体または代表者がこれらの税金を滞納している団体でないこと。  

（６）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する団体でないこと。 

（７）本市から指名停止措置を受けている団体でないこと。 

（８）本事業の目的に賛同し、これを推進しようとする意欲があること。 

（９）参加表明（エントリー）期限までに所定の様式（様式２号）にて参加表明書を提出している 

こと。 

 

３．提出物 

 （１）参加申込書（様式１号） 



 （２）企画提案書 

    企画提案書には以下の内容について盛り込むこと。 

    ① 本業務全体に対する基本的な考え方、方針 

    ② 本業務全体の事業計画（体制（再委託の予定を含む。）、スケジュール、広報計画） 

    ③ 相談窓口業務について 

・相談窓口の設置場所 ※（未確定の場合は想定している所在地） 

・相談窓口の対応日・時間 

・相談窓口の人員体制、窓口担当者の保有資格・経歴等、配置理由 

・相談窓口業務にあたっての基本方針 

      （対応の方針、対応時の留意点、相談対応方法（具体的な手順）） 

・介護テクノロジーの製品情報や施設での導入事例など提供情報の入手方法 

④ 広報活動について 

・広報活動全般に関する提案（プロジェクト全体の広報方針、広報ツール、広報内容、ス

ケジュール、広報先等） 

・相談窓口に係る広報提案（窓口で多くの相談を受けるための方策） 

・令和３年度の成果等本プロジェクトの成果発信及び企業誘致に資する広報方針 

・プロジェクトに参画した企業やその製品の PR 方法 

    ⑤ 介護テクノロジーの体験導入について 

・企業、介護事業所の募集方法の提案、受託者の持つ企業や介護保険事業所とのネット

ワーク 

・企業（製品）と介護保険事業所のマッチングや体験導入の実施方法・手順 

・体験導入用の介護テクノロジー貸出企業との連絡調整 

・体験導入の基本方針（基本的な考え方、留意点、費用負担など） 

・介護テクノロジー導入に係る調整及び支援の実施に関する内容 

⑥ 体験導入ワークショップの実施内容・要領 

     ・実施計画（各回の内容、実施方法、使用ツール、時期、運営体制等） 

    ⑦ 成果報告・導入支援イベント(体験導入実施結果の発表会等)の内容・時期・運営体制な

ど 

⑧ 介護テクノロジーの導入や事業化等を促進するためのツールや手引きなどの作成に関

する提案 

⑨ 令和 3 年度事業結果を踏まえた対応に関する提案（令和 3 年度事業において介護テクノ

ロジーの改良や施設への本格導入に発展しうる事例（数件程度）のフォローアップ） 

⑩ 海外企業への対応に関する提案 

    ⑪ 事業実施での新型コロナウイルス感染症に対する感染防止措置への提案  

⑫ 類似する業務実績（企業への開発支援、介護施設への導入支援） 

【注意】 業務の一部再委託を検討している場合については、その具体的（どの業務をどこ

の事業者になど）内容を、「② 本業務全体の事業計画」に記載して提案内容に反映する

事。 

※ 再委託については、神戸市の書面による事前承諾が必要。 



 

（３）会社・団体概要 １部 

    ※参加資格についての根拠として登記簿謄本又は登記事項に関する履歴事項全部証明書等

の写しを提出すること。 

 

 （４）事業費見積書 1 部 

  

（５）上記（１）（２）（３）の電子データ 

    ※一団体で複数の企画提案書は提出不可 

 

４．提出先 

  「２．提出物」については、「４．提出期限」に定める期限までに下記アドレスにメール送付す

ること。提出先への郵送または持参可能（※提出期限必着）。 

※メール、郵便等到達の確認まで、期限内に応募者の責任で行うこと。容量オーバーやメール

送受信のトラブル等でメール、郵便が届かなかった場合においても、提出期限後の提出は一

切受け付けない。 

 【提出先】 

   神戸市医療・新産業本部医療産業都市部誘致課 担当：岸本、安田 

   〒650-8570 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

   電話：078-322-6341 Ｅ-mail：contact@kobe-lsc.jp 

※本メールアドレスの容量は 5MB まで（送付資料の容量が 5MB 超える場合は、当市よりファイル

交換システムを案内するため連絡すること） 

 

５．提出期限・質問 

（１）提出期限 

・ 参加表明期限  令和 ４年 ３月２５日（金） 17：00 必着 ※ 

・ 質問受付期限   令和 ４年 ４月 ８日（金） 17：00 必着 

・ 提出期限    令和 ４年 ４月１５日（金） 17：00 必着  

    ※ 参加表明（エントリー）の連絡は、別紙様式 2 号（参加表明書）に必要事項を記載の

上、上記連絡先へ E メール若しくは FAX にて連絡をお願い致します。 

      

（２）質問及び回答 

・ 質問がある場合は、様式 3 号の質問書に必要事項を記載し、E-mail で送付すること（電

話による質問の受付は行わない）。また、様式 3 号の質問書は記入の後、スキャンしてメ

ール送付するか、word 等で同等の様式を作成して送付しても構わない。 

・ E-mail で質問を送付される場合は、必ずタイトルを「神戸市介護テクノロジー開発・導入

促進事業運営業務に関する質問」と明記すること。 

・ 提案者の責任で期限までに到着の確認を行うこと。 

・ 質問の回答は応募者全員に送付する。 

mailto:contact@kobe-lsc.jp


【質問書送付先】 

神戸市 医療・新産業本部 医療産業都市部 誘致課（担当：岸本、安田） 

E-mail アドレス：contact@kobe-lsc.jp 

 

５．選定方法 

（１）審査方法 

企画提案書に基づく審査により、応募者の受託適性、提案内容及び事業費などを総合的に勘

案し、評価を行う。また、以下の日程にてプレゼンテーションを実施する予定のため、準備す

ること。なお、プレゼンテーション発表 10 分、質疑応答 5 分の計 15 分を予定している。 

また、本事業について本市との協議・調整を行うものがプレゼンテーターを務めること。 

・プレゼンテーション実施日時・場所（予定） 

日  時  : 令和 ４年 ４月２５日（月） １４：００～１６：００  

場  所 ： 神戸市役所 1 号館 23 階 第２・３会議室 

会場設備 ： 投影用パソコン（ただし、パソコンの持ち込み可）、プロジェクター 

※ 上記日程時点での、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、WEB でのプレゼン

テーションへの変更や中止（書類選考のみ）とする可能性がある。 

 

（２）評価方法 

企画提案書に基づき、下記の観点から評価を行う。  

 A：応募者の受託適性・過去の実績（５点） 

B：相談窓口業務の提案（15 点)  

C：広報提案（15 点） 

D：介護テクノロジーの体験導入提案（30 点） 

E：機器体験貸出ワークショップ提案（15 点） 

F：成果報告・導入支援イベントの実施提案（10 点） 

G：介護テクノロジーの導入や事業化等を促進するためのツールや手引きの作成及び提案

（20 点） 

H：令和３年度事業結果を踏まえた事業実施提案（10 点） 

I：海外企業への対応提案（10 点） 

F：事業の実現性について（15 点） 

K：新型コロナウイルス感染防止策（５点） 

L：事業費（10 点） 

 

 （３）選考結果の通知 

     選考結果決定次第、企画提案書の提出者全員に対して、文書で通知する。評価の 

    結果は採用可否のみの通知とし、その他の評価・審査の内容については通知しない。 

 

６．スケジュール 

 （１）公募開始           令和 ４年３月４日（金） 



 （２）提案書等の提出期限      令和 ４年４月 15 日（金） 

（３）プレゼンテーション実施    令和 ４年４月 25 日（月） 

 （４）結果通知           令和 ４年５月初～中旬頃 

 （５）契約締結・事業開始      令和 ４年５月下旬頃 

 （６）事業完了           令和 ５年 ３月 31 日（金） 

 

７．特記事項 

（１）計画書の作成、提出、その他当該公募の応募に関する費用は、すべて提案者負担とする。 

 （２）提出後の修正、変更は、一切受け付けない。 

 （３）本委託業務にかかる著作権は、本市に帰属する。 

 （４）提出された書類は、返却しない。 

 （５）評価方法や評価結果に関する不服申し立てなど、選定に関する問い合わせについては、 

一切受け付けない。 

（６）委託契約の締結については、本市所定の「委託契約約款」に基づくものとする。 

（７）実際の業務運営の詳細に関しては、本市の指示に従うものとする。 

 （８）本公募要領に定めのない事項については、別途協議によるものとする。 

 


